
審議会等における女性委員の参画率について

※審議会別の女性委員参画率は別紙のとおりになります。

笠間市審議会等委員への女性の参画促進要綱 抜粋

(目的)

第1条 この訓令は，「笠間市男女共同参画計画」(以下「計画」という。)に基づき，審議会等

の委員への女性の参画を促進し，政策・方針決定過程への参画の拡大を通して女性の地位向

上を図ることを目的とする。

(目標)

第3条 計画に基づき，女性委員のいない審議会等を解消すること及び女性委員の割合を30

パーセント以上にすることを，この訓令における具体的な目標数値とするが，最終目標は審

議会等の委員が男女ほぼ同数で構成されることとする。

審議会数
女性委員のい

ない審議会数

委員総数

（人）

女性委員数

（人）

参画率

（％）

H19.10.1 ５４ １５ ９２５ ２２４ ２４.２

H20.4.1 ４５ １１ ７００ １６６ ２３.７

H21.4.1 ５０ １０ ７１８ １６８ ２３.４

H22.4.1 ５０ ６ ６７９ １７５ ２５.８

H23.4.1 ４９ ４ ６６２ １７８ ２６.９

H24.4.1 ４７ ４ ６３６ １７４ ２７.４

H25.4.1 ４９ ４ ６４８ １７４ ２６.９

H26.4.1 ５５ ５ ７７７ ２０７ ２６.６

H27.4.1 ５３ ５ ７０４ ２０２ ２８.７

H28.4.1 ５４ ４ ７０８ ２０５ ２９.０

H29.4.1 ５７ ５ ７４７ ２１５ ２８.８

H30.4.1 ５７ ４ ７３９ ２３１ ３１.３

H31.4.1 ５８ ４ ７３８ ２３９ ３２.４

R2.4.1 ５７ ３ ７３１ ２３５ ３２.１

R3.4.1 ５６ ５ ７２６ ２３７ ３２.６
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